
平成１７年(ワ)第３２２３号 損害賠償請求事件

判 決

主 文

１ 被告は，原告Ａに対し，９８５３万１９０１円及びこれに対する平成１１年

９月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２ 被告は，原告Ｂ及び原告Ｃに対し，各１６２万円及びこれに対する平成１１

年９月６日から支払済みまで年５分の割合による金員をそれぞれ支払え。

３ 原告らのその余の請求を棄却する。

４ 訴訟費用は，これを３分し，その２を被告の負担とし，その１を原告らの負

担とする。

， ， 。 ，５ この判決は 第１項及び第２項に限り 仮に執行することができる ただし

被告が原告Ａに対し５８００万円，原告Ｂに対し１００万円，原告Ｃに対し１

００万円の担保をそれぞれ供するときは，その仮執行を免れることができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 被告は，原告Ａに対し，１億５２４３万２９９３円及びこれに対する平成１

１年９月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２ 被告は，原告Ｂ及び原告Ｃに対し，それぞれ３５０万円及びこれに対する平

成１１年９月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要

本件は，原告らが，被告の開設するＤ病院において重度の仮死状態で出生し

た原告Ａに脳性麻痺による後遺障害が残ったことについて，原告Ｃに対する分

娩監視の義務違反，及び，その結果としての分娩措置の義務違反を主張して，

被告に対し，不法行為または債務不履行に基づき，原告Ａについて，１億５２

４３万２９９３円の損害賠償及びこれに対する平成１１年９月６日から支払済

みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を，原告Ｂ及び原告Ｃについて，



各３５０万円の損害賠償及びこれに対する同日から支払済みまで年５分の割合

による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。

１ 前提事実（当事者間に争いがない）

(1) 当事者

ア 原告Ａは，平成１１年９月６日，原告Ｂと原告Ｃの子として出生した。

イ 被告は，名古屋市ａ区ｂ町ｃ番地所在のＤ病院を開設，運営している。

Ｅ准看護師及びＦ准看護師（現在の姓はＧ ）は，本件当時，Ｄ病院に。

勤務していた准看護師であり，Ｈ医師は，本件当時，Ｄ病院に勤務してい

た医師である。

(2) 事実経過

ア 原告Ｃの妊娠

原告Ｃは，平成１１年１月１３日，Ｄ病院を受診したところ，妊娠中で

あり，分娩予定日は同年９月４日と診断された。

イ 平成１１年９月６日の経過（以下，本判決において，時刻のみ記載して

いる場合は 「平成１１年９月６日」の記載を省略しているものとする ）， 。

原告Ｃは，午前２時３０分ころより陣痛が生じ，午前３時５５分，Ｄ病

院に入院した。

， ， ，Ｅ准看護師は 原告Ｃの入院の受け入れを担当し 午前５時３０分ころ

原告Ｃを陣痛室へ移し，分娩監視装置を装着した。Ｆ准看護師は，午前６

時ころ，Ｅ准看護師から，原告Ｃの分娩監視を引き継いだ。

胎児心拍の異常に気付いたＦ准看護師から連絡を受けたＨ医師は，午前

８時ころ，原告Ｃに対し，帝王切開手術を実施した。

原告Ａは，午前８時１８分，重度の仮死状態で出生し，出生後直ちに蘇

生処置を受けた上で，午前１０時ころ，Ｉ病院新生児集中治療室へ搬送さ

， ， ， ， ，れ 重症新生児仮死 低酸素性虚血脳症 右側気胸 貧血の各診断を受け

集中治療を受けた。



ウ 原告Ａの後遺障害

， ，原告Ａは 脳性麻痺による歩行困難な体幹機能障害等の後遺障害が残り

身体障害等級３級及び第１種知的障害者の各認定を受けた。

２ 本件に関する医学的知見

証拠（甲Ｂ１ないし７，９，乙Ｂ１，６，１０，１６，１７，２３，３０の

１１・１２，３１）及び弁論の全趣旨によれば，本件に関する医学的知見につ

いて，以下のとおり認められる。

(1) 分娩監視について

分娩時において，連続的に胎児の心拍数（FHR，fetal heart rate）を監

視することを胎児心拍モニタリングまたは分娩監視といい，胎児の健康状態

を判断する上で有用とされる。

分娩監視装置により，胎児の心拍数を経時的に記録したものを胎児心拍図

といい，陣痛の状態も並列的に記録したものを胎児心拍陣痛図（CTG，cardi

otocogram）という。

(2) 胎児心拍図の読み方について

ア 胎児心拍数基線（FHR baseline）

胎児心拍数基線とは，１０分間程度の平均胎児心拍数を５bpm（beat pe

r minute）ごとの増減で表したものをいう。

胎児心拍数基線の正常値は，１２０（１１０とする見解もある。以下同

じ ）～１６０bpmとされる。。

イ 胎児心拍数基線細変動（FHR baseline variability，バリアビリティ）

胎児心拍数基線細変動とは，胎児心拍数基線の細かい心拍数の変動をい

い，肉眼的に判断される。

６～２５bpmの変動が正常とされ，５bpm以下の変動は減少，肉眼的に認

められない変動は消失とされる。

ウ 一過性頻脈



胎児心拍数基線が１６０bpmを超えると頻脈とされ，基線心拍数より１

５bpm以上増加した頻脈が１５秒以上継続し，２分未満で基線に戻る頻脈

を一過性頻脈という。

エ 一過性徐脈

胎児心拍数基線が１２０bpm未満であれば徐脈とされ（特に，１００bpm

未満の徐脈は高度徐脈とされる ，一時的に心拍数が減少したのち基線。）

に回復する徐脈を一過性徐脈という。

一過性徐脈は，次のように分類される。

(ア) 早発一過性徐脈

子宮収縮に伴って規則的に反復する一過性徐脈をいい，子宮収縮の開

始と同時に心拍数の低下が始まり，子宮収縮の終了とほぼ同時に回復す

るものをいう。

(イ) 遅発一過性徐脈

心拍数の低下が子宮収縮の開始より遅れて始まり，心拍数の最下点が

子宮収縮のピークより遅れ，徐脈からの回復も子宮収縮の終了より遅れ

る一過性徐脈をいう。子宮収縮の度に規則的に出現し，収縮の程度が同

じであれば毎回類似の波形を示す。

遅発一過性徐脈は，子宮収縮により，絨毛間腔への血流量が減少し，

それによる胎盤での換気不全で胎児血ＰＯ があるレベル以下に低下す２

るために生じるとされ，胎児の低酸素状態の存在を示唆する。

(ウ) 変動一過性徐脈

繰り返し出現する一過性徐脈の波形がそれぞれ異なり，子宮収縮と一

過性徐脈の時間関係も一定ではない一過性徐脈をいい，１５bpm以上の

心拍数減少が３０秒未満の経過で急速に起こり，開始から元に戻るまで

１５秒以上２分未満を要するものをいう。特に，６０秒以上持続し，最

も減少したときの心拍数が６０bpm未満のものを高度変動一過性徐脈と



いう。

臍帯は，子宮収縮時において，胎児と子宮壁に挟まれ圧迫されること

があり，臍帯が圧迫されると，臍帯の血流が障害される結果，心拍数の

低下を引き起こし，変動一過性徐脈が生じるとされる。

臍帯の圧迫は，殆どの場合は可逆的であり，圧迫が自然に解除される

と，胎児心拍は正常値に戻るが，臍帯の圧迫が持続すると，胎児心拍の

戻り方は緩やかになり，基線細変動の消失や遷延性（持続性）徐脈が生

じる。

(エ) 遷延一過性徐脈

心拍数の減少が１５bpm以上で，開始から元に戻るまでの時間が２分

以上１０分未満の一過性徐脈をいう。なお，２分以上継続しているもの

を，１０分未満で元に戻るかどうかにかかわらず，本判決では遷延性除

脈という。

オ non-reassuringパターン（non-reassuring fetal status）

(ア) 子宮内において，胎児の呼吸・循環機能が障害されている疑いのあ

る状態を，non-reassuringパターン（安心できないパターン）という。

胎児心拍数基線及び胎児心拍数基線細変動が正常であり，一過性頻脈が

あり，かつ，一過性徐脈がない状態をreassuringパターン（安心できる

パターン）といい，同パターン以外の胎児心拍図上何らかの異常所見が

認められる場合をnon-reassuringパターンという。

reassuringパターンの場合，胎児が健康であると判断できる的中率は

ほぼ１００％であるが，non-reassuringパターンの場合，胎児の健康を

保障できないという程度にとどまり，胎児が健康でないと断定すること

はできない。

(イ) なお，non-reassuringパターンという用語は，平成１３年ころから

用いられるようになったもので，本件当時，これに代わるものとして，



胎児仮死又は胎児ジストレス（fetal distress）といった用語が用いら

れていた。ただ，本判決では，便宜上，non-reassuringパターンの用語

も用いることとする。

(3) asphyxia（アスフィキシア）について

asphyxiaとは，胎児の低酸素・虚血による代謝性アシドーシス，または代

謝性と呼吸性の混合性アシドーシスの状態を指し，出生児の臍帯動脈血phが

７未満の代謝性アシドーシスが認められ，５分後のアプガースコアが３点以

下であり，かつ，新生児期の神経学的異常所見及び多臓器不全が認められる

場合をいうとされる。

asphyxiaのうち，軽度から中等度の低酸素・虚血によるものをpartial as

phyxiaといい 心停止や著しい低血圧・無酸素状態によるものをprofound n， （

ear-total）asphyxiaという。なお，完全な無酸素状態をtotal asphyxiaと

いうが，人間がtotal asphyxiaに陥ることはごく稀とされる。

(4) 脳性麻痺とＭＲＩ所見について

ア 脳性麻痺について

(ア) 脳性麻痺とは，受胎から新生児期までの間に脳に障害を受け，永続

的な非進行性の運動障害を残した状態をいい，てんかんや知的障害が合

併する場合もある。

脳性麻痺は臨床的な症候群であり，診断は臨床診断による。脳性麻痺

， 。の確定診断は 早くても１歳以後での発達チェック及び臨床診断による

(イ) 脳性麻痺は，痙直型（痙性）やアテトーゼ型等に分類され，複数の

型が合併した混合型も存在する。

痙直型とは，基本的には大脳皮質，基底核及び脊髄間の連絡経路に障

害を受けたことから生じる，動きの減少する型をいう。障害が強いほど

脳皮質にも障害を受けている可能性があり，知的障害やてんかん，視覚

障害等の合併症を伴うことも多い。



アテトーゼ型とは，大脳基底核に障害を受け，過剰運動，不随意運動

（意志に反して出現する運動）を示す型をいう。新生児仮死による低酸

， ，素脳症が基底核に及んだものや 基底核出血等が原因となることが多く

痙直型脳性麻痺に合併した混合型脳性麻痺として認められる場合もあ

る。アテトーゼ型は四肢麻痺であり，言語障害を伴う場合があるも，知

的障害を合併する場合は少ないとされる。また，基底核損傷がＭＲＩ所

見の大きな特徴とされる。

イ ＭＲＩ検査の限界

脳の破壊性病変のＭＲＩ検査画像所見は，障害を受けた時期とその種類

により，ある程度特徴的な像を示すとされる。

， ，しかし 脳性麻痺が臨床上認められるものの画像上は正常である場合や

画像上の損傷部位と臨床所見とが一致しない場合もあり，必ずしも画像と

臨床的予後は一致しないことから，ＭＲＩ検査の目的は，診断名をつける

ことではなく，病像と発達を理解するための一助とすることにあるとされ

る。

３ 争点

(1) 本件後遺障害の原因

(2) 注意義務違反の有無

(3) 因果関係の有無

(4) 損害

４ 争点に対する当事者の主張

(1) 争点(1)（本件後遺障害の原因）について

【原告らの主張】

ア 要旨

原告Ａの後遺障害は，分娩中の急性低酸素症による脳性麻痺を原因とす

るものである。



原告Ａは，次のとおり 「脳性麻痺の原因としての分娩中の急性低酸素，

症の診断基準」を満たすことが明らかであるから，分娩中の急性低酸素症

が後遺障害（低酸素性虚血性脳症Ⅲ）の原因であるといえる。

イ 根拠

(ア) 脳性麻痺の原因としての分娩中の急性低酸素症の診断基準は，以下

のとおりである。

Ａ 基本的診断基準（４項目全て必要）

① 臍帯動脈血中に代謝性アシドーシスが認められること（ph＜７

かつ不足塩基量≧１２mmol/l）

② ３４週以降の出生早期にみられる中等ないし重症の新生児脳症

③ 痙性四肢麻痺またはジスキネジア型脳性麻痺

④ 外傷，凝固系異常，感染，遺伝的疾患等の病因が除外されるこ

と

Ｂ 分娩中に脳性麻痺が生じたことを総合的にうかがわせる診断基準

① 分娩直前または分娩中に急性低酸素状態を示す事象が起こって

いること

② 胎児心拍モニター上，特に異常のなかった症例で，通常，前兆

となるような低酸素状況に引き続き，突発性で持続性の胎児徐脈

または心拍細変動の消失が頻発する遅発性または変動性徐脈を伴

っていること

③ ５分以降のアプガー指数が０から３点

④ 複数の臓器機能障害の徴候が出生後７２時間以内に観察される

こと

⑤ 出生後早期の画像診断にて，急性の非限局性の脳の異常を認め

ること

(イ) 診断基準Ａについて



原告Ａは，全ての項目を満たしている。

具体的には，①午前８時２７分実施の臍帯動脈血ガス検査では，phは

６．８８９であり，また，BE（塩基過剰）が－２１．１mmol/lであった

ことからすれば，代謝性アシドーシスの所見が認められ，②出生時４０

週２日目であり，かつ，１分後のアプガースコアが２点の重症新生児仮

死・低酸素虚血性脳症Ⅱ～Ⅲ等の診断病名で緊急搬送されており，③痙

性四肢麻痺も認められ，④Ｄ病院小児科医師作成の新生児搬送連絡書に

おいて 「搬送までの症状経過」として 「外傷，凝固系異常，感染，， ，

遺伝的疾患等の病因」をうかがわせる記述は認められない。

(ウ) 診断基準Ｂについて

④以外の項目は，全て満たすか，満たすものと推認される。

具体的には，①分娩直前の午前７時４５分，急性低酸素状態を示す持

続的徐脈，基線細変動減少が観測され，②胎児心拍モニター上，特に異

常がなかったところ，午前４時５０分に前兆となるような一過性徐脈が

観測され，その後，上記①の午前７時４５分の状況に鑑みれば 「突発，

性で持続性の胎児徐脈または心拍変動の消失が頻発する遅発性または変

動性徐脈」が生じたものと推認され，③１分後のアプガー指数が２点で

， 「 」，あり 緊急搬送時の所見として メイロン５cc使用するも効果みられず

「自発呼吸（－ ，挿管しました」とある上，緊急搬送先において 「入） ，

（ ）， （ ）， （ ）， （ ）」院時自発運動 － 自発呼吸 ± 刺激に対する反応 － 反射 －

という症状から「低酸素性虚血脳症」と診断されていることから，５分

後のアプガー指数が２点であったことは自明であり，⑤日齢５で実施さ

れた超音波画像診断の結果 「大脳白質のエコー輝度は全体的にやや高，

い」との異常所見がみられる。

残る④について，原告Ａに複数の臓器機能障害の徴候が出生後７２時

間以内に確認されているわけではないが，Ｂの基準は，その全てが必須



項目とされているわけではない。しかし，被告が提出している意見書の

作成者であるＪ医師の論文によれば，asphyxiaの定義は「①出生時の臍

帯動脈phが７．０未満の代謝性アシドーシス，②５分後のアプガースコ

アが３点以下，③新生児の神経学的異常所見，④新生児期の多臓器不全

の４項目が全て揃ってasphyxiaと定義される」とされているから，被告

が④が存在しなかったとして当該所見を否定するのであれば，被告のas

phyxiaに関する主張・立証の前提が根底から否定されるといった背理が

生ずることになる。

ウ 被告の主張に対する反論

(ア) 原告Ａにtotal（profound）asphyxiaが発生した事実については知ら

ない。仮に，原告Ａにtotal（profound）asphyxiaが発生していたとし

ても，その原因に関する被告の主張は争う。

(イ) 午前４時５０分ころに発生した徐脈が変動一過性徐脈であったとし

ても，その原因が臍帯圧迫であることについて異論はなく，かつ，分娩

の直前にtotal asphyxiaが起きたか，profound asphyxiaが起きたかは

措くとして，低酸素性虚血性脳症Ⅲの最も有力視される原因が臍帯圧迫

であることも異論はないと思料される。

そして，被告が主張するように，何の前触れもなく，低酸素症の予兆

としての遅発一過性徐脈や高度変動一過性徐脈の反復もなく，基線細変

動の減少もなく，午前７時４５分の直前に，profound asphyxiaが生じ

たとして，その症状と原因としての臍帯圧迫とを矛盾なく説明しようと

すれば，被告も自認するとおり 「母体の体位変換に伴う臍帯圧迫」の，

ごとき，何か大きな，あるいは特異な状態の変化が必要である。

ところが，原告Ｃにとって，午前７時前後の時間帯は，疲労と陣痛と

眠気が頂点に達する時期であって，半覚醒のまま，身重の体をうつ伏せ

状態にしたまま，ぐっと苦痛・疲労に耐え続けていたのであるから，自



ら急激なprofound asphyxiaの原因となるほどの臍帯圧迫を惹起する姿

勢・体位を取り得なかったことは明らかである。

(ウ) また，一般に，胎児仮死は，おおよそ正常胎児心拍数図→non react

ive NST→胎児心拍数基線細変動の減少・消失，遅発一過性徐脈の発生

の経過をとって重症化するとされている。

そして，Ｄ病院が胎児心音の異常に気付いたとする午前７時４２分こ

ろの時点では，既に，当該重症化のパターン・経過を通り越した後に発

生するはずの持続性の徐脈の段階に至っていたというべきであり，午前

６時１５分から午前７時４５分の間に，持続性の徐脈に至る前に何らか

の異常な徴候が発見されたはずであるから，何の前触れもなくprofound

asphyxiaが生じたとはいえない。

【被告の主張】

ア 要旨

運動障害については，分娩時に臍帯圧迫等による急激で重篤な血流阻害

により，急性の低酸素症となり，その結果，基底核・視床障害が起こった

ためであると考えられる。

一方，知的障害については，単に分娩中の急性低酸素症に該当するとい

うのみで発生するものではないから，知的障害の原因は不明である。周産

期以前の障害の可能性，あるいは，痙攣発作等の周産期以後の原因の可能

性もある。

原告Ａは，身体障害（３級）よりも知的障害（１級）のほうが重症であ

ると推認されるところ，その理由は病変部位に基づくと考えられる。すな

わち，画像上で障害が認められる視床は，運動や感覚の中継路であり，運

動の統御や感覚の発達に重要であり，また，基底核とともにジストニアの

病巣ともなる。海馬は，記憶の形成に重要な部位であり，その障害は知的

発達の障害に関与する。原告Ａの場合，視床外側部の病変と海馬の硬化は



知的障害の原因となりうると考えられるが，海馬の障害が責任病変とまで

は確定できない。また，難治性てんかんも知的障害の原因とされていると

ころ，原告Ａは，てんかん発作が認められており，てんかん発作が知的障

害の原因とも考えられる。

イ 脳性麻痺の原因としての分娩中の急性低酸素症の診断について

(ア) 原告主張の「脳性麻痺の原因としての分娩中の急性低酸素症の診断

基準」は，認める。

(イ) 診断基準Ａについて

①及び④は満たしていると考える。

②について，新生児脳症による神経学的所見の有無が問題となるもの

であり，重症新生児仮死・低酸素性虚血性脳症Ⅱ～Ⅲであるから②の項

目を満たすとの判断は適切でない。ただ，Ｉ病院への搬送日において，

痙攣（＋ ，反射（－ ，対光反射弱いといった所見が認められたこと） ）

から，新生児脳症はあったと認めて良いと考える。

③について，原告Ａに痙性四肢麻痺が認められることは否認する。た

だ，原告Ａは，痙性四肢麻痺ではなく，ジスキネジア型脳性麻痺である

可能性が高く，ジスキネジア型脳性麻痺は，基底核・視床病変に認めら

れる運動麻痺である。

(ウ) 診断基準Ｂについて

②について，原告らは 「突発性」で持続性の胎児徐脈が生じたもの，

と合理的に推認される旨を主張しているところ，午前７時４５分前に認

められた遷延性徐脈が，まさに突発性で持続性の胎児徐脈であったこと

は認める。

ウ total（またはprofound。以下同じ ）asphyxiaの発生について。

原告Ａには基底核・視床病変が認められるところ，基底核・視床が障害

されるのは，短時間のtotal asphyxiaによるものであるから，原告Ａの脳



障害部位からすると，total asphyxiaが長時間継続したとは認められない

（長時間継続した場合は大脳半球にも広汎な障害が及び，死に至ることが

多い 。）

一方，partial asphyxiaが長時間持続した場合には，大脳動脈支配境界

， ，領域梗塞の所見が認められることが多いが 原告Ａの頭部ＭＲＩ検査では

。 ， ，そのような所見は認められていない そして partial asphyxiaが先行し

その後にtotal asphyxiaが起こった場合には，羊水混濁が起こることが多

い。すなわち，胎児が低酸素症になると，迷走神経の刺激で腸管の蠕動運

動が亢進し，肛門括約筋が弛緩して，胎便が漏出し羊水が混濁するのであ

る。本件では，帝王切開時に羊水混濁は認められていないので，partial

asphyxiaが先行したとは考えられない。

したがって，基底核・視床病変の認められる原告Ａに，partial asphyx

iaが先行しないで，突然total asphyxiaが起こったことは明らかである。

エ 午前７時４２分の数分前ころからの遷延性徐脈が生じた原因について

本件において厳密な意味での徐脈発生の機序は不明である。ただし，破

水しておらず，臍帯脱出は否定されるし，帝王切開時に胎盤早期剥離，羊

水混濁，臍帯巻絡も認められておらず，これらの要因も否定される。

上記事情を総合的に勘案し，徐脈発生の原因を，あえて周産期に求める

とすれば，徐脈発生後，Ｆ准看護師が直ちに陣痛室に赴いたとき，原告Ｃ

が膝立ちの姿勢で上体を前後に揺らしていたという事情も併せて考慮する

と，消去法的に，母体の体位変換に伴う臍帯圧迫の可能性が残る。

なお，原告ら主張のとおり，原告Ｃが仰臥位姿勢からうつ伏せ状態に至

るまでの体位変換を行っているとしても，そのような体位変換により臍帯

圧迫をきたすことは十分起こりうる。また，臍帯圧迫は，子宮内で胎児の

体の一部により臍帯が圧迫されることにより生じるものであり，これは胎

児の比較的軽微な体位の変動によっても起こりうるものであり，破壊的な



母体の体位変換が必須であるとは限らない。臍帯下垂や臍帯脱出等も破壊

的な体位変換等が存在しなくても起こりうる。

(2) 争点(2)（注意義務違反の有無）について

【原告らの主張】

ア 午前４時５０分ころの注意義務違反について

(ア) 原告Ｃは，午前４時５０分ころ，一過性徐脈が認められ，non-reass

uringパターンに該当した。

したがって，上記徐脈が変動性のものであろうと，遅発性のものであ

ろうと，准看護師としては，医師に対し，直ちに上申・相談すべき注意

義務があるとともに，厳重な経過観察・分娩監視をすべき注意義務があ

った。

また，医師としては，可能な限り原因を検索・診断した上，①体位変

換，②母体酸素吸入，③子宮収縮を弱める（子宮収縮剤の投与中であれ

ば，減量または中止する ，④低血圧があれば回復させる，⑤７％重曹）

水の母体静注等を行って改善しないか，胎児ジストレスの所見が認めら

れる場合，リトドリン１０㎎を２０mℓに希釈したもの１～３㎎程度を

数分かけてゆっくり静注する，⑥変動一過性徐脈が出現しているような

場合，温生理食塩水２００～３００mℓを，１分間に１０～１５mℓの速

度で人工羊水として注入を試みる，⑦これらの処置で胎児ジストレスの

所見が改善しないか増悪した場合，急速遂娩を行うべき注意義務があっ

た。

(イ) しかし，Ｅ准看護師は，原告Ｃの一過性徐脈を認めたにもかかわら

ず，その旨を医師に上申・相談せず，その結果，Ｄ病院の医師も原告Ｃ

， 。を全く診察せず 上記①ないし⑥の必要な処置が全く尽くされなかった

イ 午前６時１５分から午前７時４５分までの間の注意義務違反について

また，Ｆ准看護師は，午前６時１５分から午前７時４５分までの約１時



間３０分の間，厳重な経過観察・分娩監視をして，一過性徐脈が認められ

れば，医師に対し，直ちに上申・相談すべき注意義務があったが，これを

怠った。

その結果，Ｄ病院の医師も原告Ｃを全く診察せず，上記アの必要な処置

が全く尽くされなかった。

ウ 関連事実

(ア) 杜撰な観察

本件では，助産師資格のない准看護師が分娩監視装置の記録を判断し

， 「 」，「 」 ，ており 看護記録上も KHT１２０bpm FHR良好 等の記載しかなく

胎児心拍数のみを聴取し，子宮収縮との関係を厳重に観察した形跡はな

い。また，７０bpm台の高度徐脈を，看護記録上に「FHR９０代」と記載

し，判読を誤る等もしており，原告Ｃに対して極めて杜撰な観察が行わ

れていた。

(イ) 原告Ｃがうつ伏せ状態をとったこと

陣痛室へ入室した原告Ｃは，午前５時３０分ころ，分娩監視装置を装

着され，その時点では仰向けに寝ていた。

ところが，原告Ｃは，午前６時１５分ころ，Ｆ准看護師が陣痛室を退

室した後，間もなく陣痛が増強してきて，強度の苦痛を覚えるようにな

ったため，自然にうつ伏せ状態となった。

誰でも，ベッド等の平坦な場所で腹痛を覚えるとき，自然かつ無意識

， ，に 腹筋が伸張しないよう腹部を抱え込むように大腿部を屈曲させつつ

うつ伏せ状態か横臥位になり，少しでも疼痛を緩和させるような姿勢を

とることは医学の常識であるとともに社会常識である。妊婦がうつ伏せ

状態になっても，両肘・両前腕部で上体の重みを支えているので，腹部

を圧迫することにはならない。

したがって，身重の原告Ｃが，ベッド上で膝立ち状態になっていたと



の被告の主張は不自然・不合理であると言わざるを得ない。

なお，Ｆ准看護師が陣痛室に訪室した午前７時４５分ころ，胎児心拍

は既に７０bpm台の徐脈を維持する状態であった。

【被告の主張】

ア 午前４時５０分ころの注意義務違反について

(ア) 午前４時５１分ころから一過性徐脈が認められたことは認める。

なお，non-reassuringとの用語は，平成１５年の産科・婦人科学会の

， ，用語定義委員会にて提案されたものであるから 本件当時には妥当せず

また，胎児仮死，胎児ジストレスと同義ではない。現在は，胎児ジスト

レスの概念に代えて，胎児機能不全という用語が提唱されている。

(イ) 上記徐脈は，単発であって陣痛ごとに反復するものではなく，回復

は急峻であり，基線細変動が保たれていた。このパターンは，胎児機能

不全と評価されるものではなく，この時点において，直ちに医師に対し

て上申・相談すべき注意義務があるとはいえず，原告らの主張する前記

①ないし⑦の処置が必要とされる所見ではなく，これを実施する具体的

注意義務もない。看護師が観察し，徐脈が反復しないことと基線細変動

が維持されていることを確認していれば，その後，分娩監視装置を持続

的に装着して観察することで必要かつ十分であり，敢えて，医師に上申

して診察を求めるまでの必要はない。Ｅ准看護師が，医師に上申・相談

しなかったことに分娩監視義務違反はない。

そして，本件では，陣痛室に入室してからは，原告Ｃに連続して分娩

監視装置が装着されており，Ｅ准看護師は，ナースステーションにおい

て，モニター及びスピーカーから流れる胎児心音を聴取することで監視

しており，分娩監視は適正に行われていた。

なお，基線細変動を伴わない一過性徐脈の取扱については，日本産婦

人科学会周産期委員会で指針を検討中であり，確立した診断基準や取扱



指針はない。本件の一過性徐脈は，早朝の午前４時５１分ころから認め

られたものであるところ，急速遂娩等が必要とは認められないようなも

， ， ，ので 基線細変動も消失していないパターンについて 早朝の時間帯に

医師による診察が義務であると認定されるようであれば，産婦人科医療

は崩壊する。

(ウ) 准看護師でも診療の補助としての分娩監視装置による分娩監視を行

いうる。反復する徐脈の発生や基線細変動の消失があれば，すぐに医師

に連絡するようにとの指示のもと，准看護師が分娩監視装置による分娩

監視を行うことに法的問題はない。

イ 午前６時１５分から午前７時４５分までの間の注意義務違反について

Ｆ准看護師は，ナースステーションにおいて，他の新生児当番の准看護

師によるおむつ交換や授乳を手伝いつつ，セントラルモニターで，原告Ｃ

の胎児心拍及び陣痛の状況を観察していた。分娩監視装置は，電波状況の

都合で，時折電波が途切れることがあったが，心拍数が適正であり，基線

細変動が保たれていることを確認していた。

したがって，分娩監視義務に欠けるところはない。

ウ 原告Ｃがうつ伏せ状態を取ったとの原告らの主張について

(ア) 原告Ｃが次第にうつ伏せ状態になったことは否認ないし不知。

妊婦が，陣痛のため，四つん這い等の姿勢を取ることはあるが，原告

ら主張のように腹部を圧迫する（胎児に対するストレスとなる）ような

うつ伏せ姿勢を取ることが常識であるとは認めがたい。また，この体位

では，胎児心拍を正確に計測できるはずもない。

(イ) 午前７時４５分ころにおける原告Ｃの状態

午前７時４２分の数分前ころから（なお，診療録・看護記録上の記載

は午前７時４５分である。以下同じ ，セントラルモニターの胎児心。）

拍が次第に下がり始めた。Ｆ准看護師が直ちにナースステーションから



陣痛室に向かったところ，原告Ｃは，ベッド上に膝立ち（膝を屈曲し，

膝から上は立ち上がった）姿勢で，小刻みに体を前後に揺らしていた。

(3) 争点(3)（因果関係の有無）について

【原告らの主張】

ア non-reassuringパターンが生じた場合，医師は，前記(2)原告らの主張

ア(ア)記載の①ないし⑦の処置をとることが要請されるところ，同パター

ンを発見後，約３０分以内に同処置に着手すれば，経験則上，大半の症例

において，胎児の低酸素虚血性脳障害の発生を予防・回避できることが前

提として論じられている。

イ 本件では，①原告Ｃは，午前６時１５分から午前７時４５分までの約１

時間３０分もの間，全く分娩監視が行われていないまま放置されていたと

ころ，持続性の高度徐脈が発生した状況で突如発見されたこと，②原告Ｃ

は，分娩予定日（平成１１年９月４日）を１日強超過していたとはいえ，

妊娠経過において，妊娠中毒症等もなく，格別の異常はなかった上，③臍

帯標本の病理組織検査の所見も 「絨毛（villi）表面にはフィブリノイ，

ド物（fibrinoid物）が目立ち，余り広くはないが，小梗塞巣を認める。

高度とする程ではないが，石灰沈着が見られ，血管壁の肥厚，内腔の狭小

」 ， ，化が見られる というもので 原告Ｃの分娩時における臍帯圧迫の強度は

広範かつ高度なものではなく，胎盤機能の低下も格別著しいものではなか

ったと認められる。

したがって，本件で分娩監視が適正になされ，当直のＨ医師またはＦ准

看護師らが，non-reassuringパターンを認めた時点で，原告Ｃに対し，体

位変換・酸素投与等の医療措置を取っていれば，十分に改善・回復可能で

あったものと合理的に推認できる。

ウ 被告の主張に対する反論

(ア) 被告の主張するように，体位変換に伴う臍帯圧迫が低酸素症の原因



となったというのであれば，かえって，non-reassuringパターンが生じ

たとき，真っ先に行うべきとされている体位変換が適正に行われていれ

ば，臍帯圧迫も容易に解除でき，低酸素症の症状も改善されたはずであ

るから，むしろ，経過観察義務の懈怠と後遺障害の発生との因果関係を

基礎づけることになる。

(イ) また 「急性の破滅的な低酸素症が起こった」との前提事実や 「原， ，

告Ａの脳障害が３０分で発生している」との前提事実は，何ら証明され

ていない。

急性の破滅的な分娩中の虚血は 「臍帯脱出，常位胎盤早期剥離，肩，

甲難産，母体心停止，破滅的な子宮破裂」等のエピソードにより生じる

ものであるところ，原告Ｃには，上記エピソードは存在しない。また，

胎児心拍モニタリングに関し，low risk症例において，適切な観察であ

れば，助産師による間欠聴診３０分ごとでも良いとされているのは，間

欠時にある程度急激な状態変化があっても，３０分以内に適切な対応を

とりうる態勢にあれば大事には至らないという経験則を基礎にしている

ものと考えられるから，３０分の時間経過だけで回復不能なまでに胎児

仮死が重症化したという被告の主張は，医学的な経験則に反したものと

いうべきである。

【被告の主張】

ア 午前７時４２分の数分前ころからの遷延性徐脈の原因が臍帯圧迫であ

り，臍帯圧迫による血流阻害が午前４時５０分から持続しており，午前４

時５１分ころからの一過性徐脈が臍帯圧迫の予兆であるとすれば，同一過

性徐脈は，反復して発生しているのが通常であるが，そのような所見は認

められない。午前４時５１分ころからの一過性徐脈が臍帯圧迫が原因であ

るにせよ，この臍帯圧迫は一過性のものであり，その後に反復していない

以上，午前７時４２分の数分前からの遷延性徐脈の発生とは何ら関連性を



持たない。

また，同遷延性徐脈が生じた原因からすると，後遺障害の発生を回避す

ることは不可能であり，結果回避可能性はなかったものである。

イ 原告らが主張する前記①ないし⑦の処置について

原告らが主張する前記①ないし⑦の処置は，その実施により，non-reas

suringが解消する高度の蓋然性まで認めることはできない。臍帯圧迫が起

こった場合，母体の体位変換を行うことで臍帯圧迫の解除を試みるのは一

つの方法であり，本件においても，原告Ｃを改めて仰臥位姿勢に戻させる

等の体位変換を行った。しかし，体位変換を行っても，遷延性徐脈は改善

されなかったため，緊急帝王切開に至ったという本件の経過からみても，

体位変換により，必ず臍帯圧迫が解除されるとは限らない。

また，午前４時５１分ころからの一過性徐脈が認められた段階で体位変

換を実施しても，その後，原告Ｃは，原告らが主張するような腹部を圧迫

するようなうつ伏せ姿勢になったり，あるいは，膝立ちの姿勢になってい

るから，午前７時４２分の数分前からの遷延性徐脈が回避できたという医

学的因果関係はない。

したがって，午前４時５１分に体位変換や酸素投与を実施しても，午前

７時４２分の数分前からの遷延性徐脈の発生を防ぎ得た関係にはない。

ウ 原告Ａの脳障害が３０分間で生じうることについて

(ア) 原告Ａについては，①重度の低酸素性虚血性脳症があったと考えら

れ，②臨床症状からは，基底核・視床の病巣が推測され，③出生直後に

は自発呼吸がほとんど無く，血圧が低いことから，total asphyxia，あ

るいは，脳幹障害型があると考えられる。

基底核・視床の障害は，急性の破滅的な分娩中のasphyxiaによって引

き起こされる。低酸素に陥った場合，酸素活性が高く，髄鞘形成が盛ん

な部位に血流が優先的に配分されるのであり（ホメオスタシス ，生命）



中枢である脳幹部に優先的に血流が配分され，次いで，運動を司る基底

核・視床に血流が配分される。本件で，原告Ａが脳幹部や基底核・視床

に障害を受けていることは，急性の破滅的な低酸素が起こったことを意

味する。

そして，基底核・視床に重症の神経学的後遺障害が生じるには，３０

分で十分であるとされている。

(イ) 本件において，遷延性徐脈の発生を認識し，医師の診察を経て，緊

急帝王切開が必要であると判断するのに１０分程度，緊急帝王切開を決

断してから胎児を分娩させるまで３０分程度を要しているが，原告Ａの

脳の後遺障害は３０分で既に生じてしまっている。

したがって，本件においては，後遺障害の発生を回避することは不可

能であり，回避可能性がなかったといわざるを得ない。

(ウ) 原告らの主張に対する反論

原告らは，わずか３０分の時間経過だけで回復不能なまでに胎児仮死

が重症化することは，医学的な経験則に反していると主張する。

しかし，成人であれば，わずか３，４分程度の血流途絶で不可逆的な

脳障害を起こす。胎児は比較的低酸素に強いといわれているが，それが

２０分以上，あるいは３０分も持続すれば，不可逆的な脳障害を起こす

ことはアメリカ産婦人科学会の報告でも認められており，今や小児神経

学における常識である。

(4) 争点(4)（損害）について

【原告らの主張】

ア 逸失利益 ３９４５万８２２７円

４９７万７７００円《平成１２年の全労働者全年齢平均年収》×７．９

２７《労働能力喪失期間を４９年とし，症状固定時を１歳として，ライプ

ニッツ係数を適用》×１《労働能力喪失率を１００％とする》



＝３９４５万８２２７円

イ 介護費用 ８１９７万４７６６円

１万２０００円《１日あたりの介護費用》×３６５×（１９．６６８０

－０．９５２３ 《症状固定時を１歳とし，平成１５年簡易生命表により）

余命を８４年として，ライプニッツ係数を適用》

＝８１９７万４７６６円

ウ 後遺障害慰謝料 ２５００万円

エ 原告Ｂ及び原告Ｃ固有の慰謝料 各３００万円

オ 弁護士費用 ７００万円

原告Ａについて６００万円，原告Ｂ及び原告Ｃについて各５０万円。

【被告の主張】

否認ないし争う。

第３ 争点に対する当裁判所の判断

１ 本件の診療経過について

前記前提事実に加え，証拠（甲Ａ１ないし３，甲Ｂ１，１１，乙Ａ１ないし

１３，乙Ｂ７，１２，１６，２０，２６，２７，２９の１，３０の１，証人Ｅ

准看護師，証人Ｆ准看護師，原告Ｃ本人）及び弁論の全趣旨によれば，本件の

診療経過について，以下の事実が認められる。なお，上記証拠のうち，以下の

認定に反する部分については採用しない。

(1) 原告Ｃの妊娠経過

原告Ｃは，平成１１年１月１３日，Ｄ病院を受診したところ，妊娠中であ

り，分娩予定日は同年９月４日と診断された。

その後，原告Ｃは，同年２月１０日から同年９月３日までＤ病院に定期的

に通院した。原告Ｃは，妊娠経過において，貧血はなく，血圧は収縮期圧９

３～１０５㎜Hg，拡張期圧５７～６８㎜Hgと正常範囲内であり，尿糖・尿蛋

白は陰性であり，胎児の発育・羊水量も正常とされる等，特段の異常は認め



られなかった。

(2) Ｄ病院への入院

ア 原告Ｃは，平成１１年９月６日午前２時３０分ころから１０分間隔の陣

， ， 。 ，痛が現れたことから 午前３時５５分 Ｄ病院を受診した 同日において

原告Ｃの妊娠週数は４０週２日であった。受診時，Ｄ病院では，分娩監視

が必要な入院患者はおらず，また，正看護師，Ｅ准看護師，Ｆ准看護師，

看護助手の４名が産婦人科の夜勤帯の当直勤務に当たっており，当直看護

師が分娩，新生児のケア，入院患者のナースコール等に対応することとし

ていた。

当直勤務に当たっていたＥ准看護師は，処置室で原告Ｃを内診し，陣痛

の間隔が５～１０分，陣痛発作の継続が３０秒，子宮口の開大度が１～２

㎝，胎児下降度（ステーション）が－２，子宮頸部展退度が８０％，破水

はなく，性器出血もなく，ドップラーで聴取した胎児心拍音も正常である

等，特段の異常を認めなかった。

Ｅ准看護師は，陣痛が１０分間隔で起きていたことから，Ｄ病院の基準

に従い，原告Ｃを入院させることとした。

イ Ｅ准看護師は，午前４時３０分ころ，病室へ移った原告Ｃに分娩監視装

置を装着し，ナースステーションのレコーダーでモニター記録の印刷を開

始した。

午前４時５０分ころ，胎児心拍数が徐々に８０bpm台まで低下し，約６

０秒間の変動一過性徐脈が認められたが，基線細変動は正常に保たれてお

り，胎児心拍数の低下から約３分後には１３０bpmに回復した。

その後，午前５時８分ころ，分娩監視装置が外され，分娩監視を終了し

た。

(3) 陣痛室への移動

ア 原告Ｃは，午前５時３０分ころ，陣痛室へ移動するよう指示を受けた。



原告Ｃは，陣痛室へ移動した後，分娩監視装置を継続して装着したが，モ

ニター記録の印刷はなされなかった。陣痛室でモニタリングされた胎児心

拍数と陣痛の状況は，陣痛室の分娩監視装置から分娩室の分娩監視装置へ

送信され，分娩室の分娩監視装置からケーブルで繋がれたナースステーシ

ョンのモニター上に過去２０分間分の記録が表示されるとともに，ナース

。 ，ステーションに設置されたスピーカーから聴取できる状態にあった なお

分娩監視装置は，電波の受信状況の都合により，時折電波が途切れること

があった。また，陣痛室においては，胎児心拍数のモニター表示はできな

いが，胎児心拍をスピーカーから聴取することは可能であった。

Ｅ准看護師が陣痛室へ移動した原告Ｃを内診すると，子宮口の開大度が

２～３㎝，胎児下降度が－２，子宮頸部展退度が８０％，陣痛発作時に胎

胞形成が認められ，少量の出血が確認された。また，Ｅ准看護師がナース

ステーションに戻ったとき，モニター上，胎児心拍数が１２０bpm台であ

ることが確認できた。

Ｅ准看護師は，午前６時ころ，分娩担当であったＦ准看護師に対し，原

告Ｃの引継ぎを行った後，未熟児室担当業務に当たった。

イ 引継ぎを受けたＦ准看護師は，午前６時１５分ころ，陣痛室へ訪室し，

原告Ｃの陣痛の間隔が３～４分，陣痛発作の継続が４０～５０秒との所見

を確認し，分娩監視装置にて，基線細変動が正常であり，一過性頻脈があ

り，心音の低下・徐脈がないことを確認した。以後，Ｆ准看護師は，ナー

スステーションのモニター上の表示とスピーカーから聞こえる胎児心拍音

をもとに分娩監視に当たった。なお，他の看護師・准看護師らも，自らの

担当業務を行う傍ら，ナースステーションにいるときは胎児心拍音を聴取

することが可能であった。

分娩担当業務に当たっていたＦ准看護師は，原告Ｃの分娩監視と並行し

て，ナースステーションにおいて，午前７時ころから始まる新生児室での



， ， ，授乳業務に備え 午前６時３０分ころから 調整されたミルクを温めたり

哺乳瓶に小分けする等のミルクの準備や，ナースコールの対応，ナースス

テーションに訪れた患者の対応に当たっていた。

(4) 徐脈の出現

ア Ｆ准看護師は，午前７時４０分ころ，スピーカーから聞こえる胎児心拍

音の異常に気付き，胎児心拍数が９０bpm台へ下降しているのをナースス

テーションのモニター上で確認したことから，陣痛室へ訪室した。

原告Ｃは，ベッド上で膝を曲げて上半身を直立させ，小刻みに体を揺ら

していたことから，Ｆ准看護師は，分娩監視装置の装着位置がずれ，正確

に胎児心拍を拾えていないのではないかと考え，分娩監視装置を着け直し

たが，胎児心拍音を明確に聞き取ることができなかった。そこで，Ｆ准看

護師は，原告Ｃを仰向けにさせた上，分娩監視装置の受信状況が悪い可能

性等も考慮して，別の分娩監視装置を装着させて胎児心拍を確認したとこ

ろ，それでも胎児心拍音を明確に聴取することはできなかった。

なお，原告Ｃは，Ｆ准看護師が陣痛室へ訪室した際，四つん這いの状態

であった旨供述するが，原告Ｃの供述によれば，当時，原告Ｃは陣痛の痛

みに耐えるので精一杯の状態であり，意識が朦朧としていたことが認めら

れ，Ｆ准看護師が陣痛室へ訪室した際の原告Ｃの姿勢について，原告Ｃの

当時の記憶の正確さに疑問を差し挟む余地があることは否定しがたいか

ら，原告Ｃの上記供述を採用することはできない。なお，原告Ｃが，Ｆ准

看護師が陣痛室へ訪室したときとは別の時点において，四つん這いの状態

であったことまで否定するものではない。

イ 胎児心拍音を聴取できなかったＦ准看護師は，そのとき陣痛室に来た看

護助手に対し，酸素投与のためのマスクを持ってくること，分娩監視装置

のモニター記録を分娩室のレコーダーで印刷すること，当直医のＨ医師へ

連絡すること，Ｅ准看護師を応援に呼ぶことを指示した。



また，Ｆ准看護師が原告Ｃを内診したところ，子宮口の開大度が６㎝，

胎児下降度が－２，子宮頸部展退度が６０～８０％であると認められた。

ウ 連絡を受けた当直のＨ医師は，直ちに陣痛室へ訪室し，分娩室のレコー

ダーから印刷された分娩監視装置のモニター記録を見たところ，午前７時

４５分ころから胎児心拍数が７０bpm台を持続していることが確認でき，

遷延性徐脈と診断した。

胎児心拍数を確認したＨ医師は，午前７時５０分ころ，一旦分娩監視装

置を外して内診や超音波検査を実施し，子宮口開大度が５～６㎝，胎児下

降度が－２，胎胞が緊満であり十分な羊水量があること，胎盤早期剥離が

ないこと，及び，臍帯脱出がないことを確認した後，再び分娩監視装置を

装着した。

Ｈ医師は，原告Ａが胎児仮死の状態にあると考えて，午前７時５３分こ

ろ，帝王切開を実施することとし，原告Ｂの母であるＫに対して帝王切開

の必要性を説明した上で，午前８時ころ，手術室へ入室し，連絡を受けた

Ｄ病院院長のＬ医師も加わった上で，緊急帝王切開手術が実施された。

(5) 原告Ａの出生

原告Ａは，午前８時１８分，体重が２６９６グラム，１分後のアプガース

コアが２点の状態で出生した。

Ｈ医師らは，直ちに気管内挿管，酸素投与等の蘇生措置を開始した。出生

時において，胎盤の早期剥離，羊水の混濁，臍帯の脱出・巻絡の各所見は，

いずれも認められなかった。

Ｈ医師は，午前８時２８分ころ，臍帯動脈血ガス分析を実施したところ，

phが６．８８９，BE（塩基過剰。０±２mmol/lが正常値であり，代謝性アシ

ドーシスのとき－の値をとる ）が－２１．１mmol/lであったため，アシド。

ーシス改善のために，原告Ａにメイロン５mℓを静注し，その後，さらにメ

イロン１０mℓを静注した。



午前８時５８分ころ，Ｈ医師が臍帯動脈血ガス分析を実施したところ，ph

が７．３０１，BEが－６．９mmol/lであり，再びメイロンを５mℓ静注する

も，元気さがなく，モロー反射もなかったため，Ｈ医師は，原告ＡをＩ病院

へ搬送することとし，午前９時３０分ころ，同病院の医師を乗せた救急車が

到着し，原告Ａは搬送された。

(6) Ｉ病院での診療経過

ア 原告Ａは，午前１０時ころ，同病院新生児集中治療室へ到着し，重症新

， ， ， ，生児仮死 低酸素性虚血性脳症Ⅱ～Ⅲ度 右側気胸 貧血の各診断を受け

治療が開始された。

原告Ａは，入院時において，弱いながら対光反射が認められるも，モロ

ー反射はなく，瞳孔はやや散大気味であり，また，痙攣の様な動きが見ら

れ，バタバタと四肢を動かす等やや不穏状態が目立った。

イ 原告Ａは，平成１１年９月１１日，脳エコー検査を受けたところ，脳室

， ，上衣下出血・脳室内出血はなく 脳室周囲白質軟化症の所見もないものの

大脳白質のエコー輝度が全体的にやや高く，大脳皮質下の低酸素性脳症の

可能性があるとの病的所見を指摘され，また，NSE（髄液神経特異性エノ

ラーゼ）検査の結果は４０．５ng/mℓであり，予後不良群と診断された。

同月１２日，全身の間代性痙攣が認められた。セルシンを投与しても痙

， ， 。攣は止まらなかったが 時間の経過により消失したので 経過観察とした

また，ペダルこぎの様な動きが見られ，痙攣の可能性が疑われた。

同月１３日，左下肢にペダルこぎの様な動き及び左上肢にクロールの様

な動きが見られ，間欠的に繰り返し出現した。また。同日実施の脳波検査

では，痙攣波を疑わせる波形が認められた。

同月１４日，ペダルこぎの様な動きが出現し，痙攣症状が疑われたが，

セルシン・ワコビタールの投与により消失した。また，同日に実施された

脳エコー検査では，脳萎縮は認められず，正常であると診断された。



同月２８日実施の頭部CT検査では，脳実質において，下位髄鞘形成が認

められ，出血を疑うような高吸収や正中構造の偏位は認められず，脳脊髄

液腔において明らかな拡大や狭小化は認められず，硬膜下腔・硬膜外腔に

おいて明らかな液体貯留は認められなかったが，左頭頂葉に低濃度領域が

疑われたことから，左頭頂葉について経過観察が必要と診断された。

同年１０月２０日，原告Ａは，四肢に痙性が認められ，脳性麻痺が生じ

る可能性があると診断された。

同月３１日，原告Ａは同病院を退院し，外来受診にて経過観察を継続す

ることとした。

同年１１月１６日，原告Ａは，頭部MRI検査を受けたところ，脳実質に

おいて，明らかな異常信号域や奇形は認められず，脳脊髄液腔において，

両前頭葉周囲・左側頭葉周囲に液体貯留が認められると診断された。

ウ 平成１４年

原告Ａは，平成１４年，脳性麻痺による歩行困難な体幹機能障害の障害

名のもと，身体障害者３級の認定を受けた。

エ 平成１６年

原告Ａは，平成１６年２月１日，痙攣発作でＩ病院に入院した。入院時

において，左半身不全麻痺を疑うような状態であり，手足をカクカクさせ

るような発作もあったが，次第に症状が落ち着き，四肢の動きも良くなっ

たため，同日中に退院した。同日実施の頭部CT検査では，明らかな異常所

見は指摘されなかった。また，脳波検査では，左側頭部にてんかん発作波

の頻発が認められた。

原告Ａは，同月１２日，第１種知的障害者の認定を受けた。

同年３月１日実施の頭部MRI検査では，両側視床外側部にT2で高信号，F

LAIR法で嚢胞様の周囲に高信号があり，てんかん発作とはおそらく無関係

で，新生児期の影響と診断された。



， ， 。 ，原告Ａは 同年８月１６日 痙攣重積発作でＩ病院に入院した 痙攣は

全身性強直間代性であり，明らかな左右差は認められなかった。入院後，

痙攣が治まったことから，翌１７日に退院した。

原告Ａは，同年１０月２５日，痙攣重積発作でＩ病院に再び入院した。

翌２６日，脳波検査にて，てんかん発作波が認められたが，ほぼ普段通り

の状態に戻ったことから退院した。

オ 平成１７年

原告Ａは，平成１７年８月２０日，右半身に間代性痙攣が生じたことか

ら救急車でＩ病院に来院し，痙攣重積後の意識低下遷延及び呼吸不全のた

め入院した。救急車内で痙攣は一旦治まったものの，入院後，右上半身に

再び間代性痙攣発作が生じたが，ドルミカムの投与により，大きな発作は

消失した。その後，血液検査上のデータが改善したことから，同月２５日

に退院した。

２ 争点(1)（本件後遺障害の原因）について

(1) 争点の所在

本件では，原告Ａに低酸素性虚血性脳症が生じたこと，その結果として，

脳性麻痺が生じたことについて概ね争いはないが，低酸素性虚血性脳症の発

症機序について争いがある。そこで，原告Ａに生じた低酸素性虚血性脳症の

発症機序について検討した上で，本件後遺障害が残った原因について検討す

る。

(2) 低酸素性虚血性脳症の発生機序

ア 低酸素性虚血性脳症の発生

原告Ａの出生前後の事情として，①原告Ｃの妊娠経過において，特段の

異常が認められなかったこと，②午前７時４５分以降において７０bpm台

の遷延性徐脈が認められたこと，③原告Ａの１分後のアプガースコアが２

点であり，臍帯動脈血ガス分析の結果，phが６．８８９，BEが－２１．１



mmol/lの代謝性アシドーシスが認められたこと，④搬送先のＩ病院におい

て，重症新生児仮死及び低酸素性虚血性脳症Ⅱ～Ⅲ度と診断された上，痙

攣が生じたことが認められる。

上記事情を総合すれば，原告Ａは，分娩中において，低酸素性虚血性脳

症に陥ったことが認められる。

イ 脳の障害部位及び脳性麻痺の型

次に，低酸素性虚血性脳症の発症機序を検討する前提として，原告Ａの

脳障害部位及び脳性麻痺の型について検討する。

証拠（乙Ａ８，１２，乙Ｂ７，１２，２７，２９の１，３０の１）によ

れば，臨床経過及び頭部ＭＲＩ検査の結果からみて，原告Ａの脳の障害部

位は，大脳基底核・視床に存在すること，脳性麻痺の型については，痙直

型とアテトーゼ型の混合型のうちアテトーゼ型が優位の型であると認めら

れる。

ウ profound asphyxiaの発生

当事者間において，原告Ａが重篤な低酸素状態で出生したことについて

概ね争いはないところ，①午前７時４５分ころ以降，７０bpm台の高度の

遷延性徐脈が認められたこと，②原告Ａは，出生１分後のアプガースコア

が２点であり，分娩直後に，臍帯動脈血のphが６．８８９，BEが－２１．

１mmol/lの重篤な代謝性アシドーシスが認められたことからすれば，原告

Ａには，profound asphyxiaが生じていたといえる。

そして，証拠（乙Ｂ１２，１６，３１）によれば，profound asphyxia

の要因として，常位胎盤早期剥離，母体心肺停止・母体ショック・子宮破

裂等の母体の要因，臍帯脱出・臍帯巻絡・臍帯圧迫等の臍帯に関する要因

等が存在することが認められるところ，本件では，常位胎盤早期剥離等の

母体の要因，臍帯脱出・臍帯巻絡の所見は認められない。

したがって，原告Ａに生じたprofound asphyxiaの要因は，残った要因



である臍帯圧迫である可能性が高いというべきである。すなわち，子宮の

収縮に伴い，何らかの要因が重なって，臍帯が原告Ａの身体と子宮壁との

間に挟まれた結果，profound asphyxiaが生じたものと推認される。

エ 午前６時１５分ころ以降の胎児心拍数の変動

本件では，午前６時１５分ころ，徐脈が生じていないことが確認されて

いるが，その後，午前７時４５分ころまでの間，分娩監視装置の記録が印

刷されていないことから，この間の胎児心拍数の変動について直接的に認

識することはできない。

もっとも，証人Ｆ准看護師によれば，胎児心拍に異常がない場合，陣痛

室のスピーカーから，歯切れの良い軽快なリズムで胎児心拍音を聴取でき

ることが認められるところ，午前７時４０分ころ，Ｆ准看護師が徐脈に気

付いて陣痛室を訪室し，分娩監視装置の付け直しや，別の分娩監視装置を

装着しても，なお胎児心音を明確に聴き取ることができなかったことから

すると，午前７時４０分ころ以降，徐脈は改善することなく継続していた

というべきであるから，原告Ａは，午前７時４０分ころにおいて，遷延性

徐脈に陥っていたとするのが相当である。

そして，本件では臍帯の圧迫が起こったと推認されるところ，臍帯が圧

迫されると，臍帯の血流が障害される結果，心拍数の低下を引き起こし，

変動一過性徐脈が生じることからすれば，特段の事情のない限り，午前６

時１５分ころから午前７時４０分ころの間のある時点において，変動一過

性徐脈が生じ，これが持続した結果，午前７時４０分ころの時点では，遷

延性徐脈へ移行していたというべきである。

オ 上記認定に反する証拠の検討

， ， ，上記認定に対し 被告は 原告Ａの大脳基底核・視床に障害が認められ

大脳動脈支配境界領域梗塞が認められないことから，変動一過性徐脈等の

前兆はなく，突如としてprofound asphyxiaが生じ，Ｆ准看護師が徐脈に



気付いた午前７時４０分ころ，遷延性徐脈が認められたと主張する。

， ，そこで 被告が上記主張の根拠として提出する意見書等について検討し

上記特段の事情が認められるか否かを判断する。

(ア) Ｍ大学Ｎ講師の意見書（乙Ｂ１２）

， ， ，要旨として 大脳基底核・視床障害は partial asphyxiaが発生して

その後にprofound asphyxiaが発生する場合だけでなく，突然profound

asphyxiaが発生しても生じるところ，臨床現場では突然profound asphy

xiaが発生することが報告されており，その原因としては臍帯脱出や常

位胎盤早期剥離等が考えられ，本件においてもpartial asphyxiaが発生

しておらず，突然profound asphyxiaが発生した旨が記載されている。

しかし，本件においては，臍帯脱出や常位胎盤早期剥離等が生じたと

は認められないのであるし，上記意見書は午前７時４０分ころまで胎児

心拍に何らの異常所見も見られなかったことを前提としているから，本

件において突然profound asphyxiaが発生したとする根拠は弱いという

べきであり，上記記載内容を直ちに採用することはできない。

(イ) Ｏ病院Ｊ院長の意見書（乙Ｂ１６）

要旨として，total asphyxiaが１０～１５分継続すれば，大脳基底核

・視床障害が生じる旨が記載されている。

しかし，上記記載内容は動物実験の結果を根拠とするところ，上記意

見書にも記載されているように，動物実験から得られた結果は，その実

験動物の種類や個体差によって相違が生じるだけでなく，人間において

直ちに妥当するのかも不明と言わざるを得ない。

とすれば，上記意見書の記載内容を直ちに採用することはできない。

(ウ) Ｐ病院Ｑ医療センターＲセンター長の意見書（乙Ｂ２６）

要旨として，突然profound asphyxiaが生じると大脳基底核・視床障

害が認められるが，partial asphyxiaが生じた後にprofound asphyxia



が生じると大脳動脈支配境界領域梗塞も生じるので，大脳動脈支配境界

領域梗塞が生じていない本件では，突然profound asphyxiaが生じた旨

が記載されている。

上記記載内容の具体的根拠は必ずしも明らかではないが，被告の提出

する文献（乙Ｂ１）にも同旨の記載があるところ，同記載はサルを用い

た動物実験の結果を根拠としている。証拠（乙Ｂ９）によれば，同動物

実験の結果に対しては 「total asphyxiaによりサルの胎児に起きる脳，

障害のパターンは，人間の周産期損傷に典型的に見られる病理学的変化

とは関連がない」旨の指摘や 「人間の新生児の脳の状態と，サルの新，

生児の脳の状態とは，かなり差異がある」旨の指摘がなされていること

が認められる。

とすれば，上記意見書の上記記載内容を直ちに採用することはできな

いというべきである。

(エ) 被告は，羊水が混濁していなかったことも，partial asphyxiaが先

行してprofound asphyxiaが生じたものではない根拠として，主張して

いる。

しかし，証拠（乙Ｂ３９）によれば，胎児は低酸素症になると，迷走

神経の刺激で腸管の蠕動運動が亢進し，肛門括約筋が弛緩して，胎便を

漏出するため，羊水混濁の状態になるとされているが，羊水混濁が生じ

るメカニズムは十分解明されていないことが認められる。本件では，破

水する前に胎児が重度の低酸素症になったことは明らかであるが，羊水

は混濁していなかったのであり，低酸素症がどの程度継続すれば羊水が

混濁するのかも明らかではない。そうすると，羊水混濁がなかったから

といって，partial asphyxiaが先行していないといえるものではない。

(オ) なお，午前７時５０分ころにおいて，原告Ｃは破水しておらず，十

分な羊水量が認められたことからすると，羊水は臍帯の圧迫に対する一



定の緩衝になり得たというべきであるから，臍帯巻絡の所見も認められ

， ， ，ない本件において 臍帯脱出が生じた場合のように 臍帯が突如として

急激に圧迫される事態が生じることは，直ちには想定しがたいというべ

きである。

カ 小括

したがって，上記被告の主張を考慮しても，本件において特段の事情を

認めることはできないから，本件では，午前６時１５分ころから午前７時

４０分ころの間のある時点において，臍帯の圧迫により変動一過性徐脈が

生じ，この臍帯の圧迫が持続し，午前７時４０分ころにおいて，既に遷延

性徐脈へ移行していた結果として，原告Ａは低酸素性虚血性脳症に陥った

ものと推認される。

(3) 低酸素性虚血性脳症と脳性麻痺の関係

ア 証拠（乙Ｂ１，２）によれば，脳性麻痺は，必ずしも低酸素性虚血性脳

症に付随する関係にないことが認められ，前記「脳性麻痺の原因としての

」（ 【 】 ）分娩中の急性低酸素症の診断基準 第２の４(1) 原告らの主張 イ(ア)

を満たす場合に限り，低酸素性虚血性脳症が脳性麻痺の原因と判断できる

ことに争いはない。

そこで，同診断基準に従い，原告Ａに生じた低酸素性虚血性脳症が脳性

麻痺の原因であるかについて検討する。

(ア) 診断基準Ａ

①②④を満たすことについて，争いはない。

③について，前記認定のとおり，原告Ａは痙直型とアテトーゼ型の混

合型脳性麻痺であることからすると，③を満たすといえる。

(イ) 診断基準Ｂについて

①について，上記認定のとおり，午前６時１５分ころから午前７時４

０分ころの間において，午前７時４５分ころ以降，７０bpm台が持続す



るような遷延性徐脈が持続する程度の臍帯の圧迫が継続していたことか

らすると，①を満たすといえる。

②について，分娩監視装置を装着した午前４時３０分ころから午前４

時５０分ころまでの間，胎児心拍数はreassuringパターンであったとい

え，特段の異常は認められないこと，上記認定のとおり，変動一回性徐

脈が継続した後に，午前７時４０分ころの時点で遷延性徐脈に陥ってい

たことからすると，②も満たすといえる。

③について，診療録上，５分後のアプガースコアの計測記録は認めら

れないが，１分後のアプガースコアが２点であり，前記認定の診療経過

に照らせば，③も満たすといえる。

④について，複数の臓器機能障害の徴候は出生後７２時間以内に確認

されていないから，④は満たしていない。

⑤について，平成１１年９月１１日実施の脳エコー検査の結果，大脳

白質のエコー輝度が全体的にやや高く，大脳皮質下の低酸素性脳症の可

能性があるとの病的所見を指摘されたことからすると，⑤についても満

たしているということは可能である。

イ 証拠（乙Ｂ２）によれば，上記診断基準Ａは，その全ての項目を満た

すことが必要となるも，上記診断基準Ｂは，分娩中に脳性麻痺が発生し

たことを総合的にうかがわせる診断基準であって，その全ての項目を満

たす必要はないといえる。

そして，上記のとおり，上記診断基準Ａについては全項目を満たし，

上記診断基準Ｂについては，④を除く項目が満たしているか，満たして

いるということも可能であることからすれば，原告Ａは，特段の事情の

，「 」ない限り 脳性麻痺の原因としての分娩中の急性低酸素症の診断基準

を満たすというべきであり，特段の事情を認めるに足りる証拠はない。

したがって，原告Ａに生じた脳性麻痺の原因は，分娩中に見られた低



酸素性虚血性脳症であると認められる。

(4) 低酸素性虚血性脳症と本件後遺障害との関係

ア 運動障害について

上記認定のとおり，原告Ａは，痙直型とアテトーゼ型の混合型の脳性麻

痺による運動障害が認められ，また，同脳性麻痺は，分娩中に見られた低

酸素性虚血性脳症が原因であることが認められる。

したがって，原告Ａは，低酸素性虚血性脳症を発症したことにより，運

動障害が残ったことが認められる。

イ 知的障害について

知的障害は，脳性麻痺の合併症として発症する場合もあるが，脳性麻痺

自体から直接的に生じるものではない。もっとも，知的障害の発症におい

ては，先天的要因を除けば，脳に対する何らかのダメージを受けることが

。 ， ，必要というべきである そして 先天的要因を認めるに足りる証拠はなく

脳にダメージを与える要因としては，低酸素性虚血性脳症が考えられ，そ

の他の要因については，これを認めるに足りる証拠はない。

したがって，原告Ａは，低酸素性虚血性脳症を発症したことにより，知

的障害が残ったことが認められる。

３ 争点(2)（注意義務違反の有無）について

(1) 午前４時５０分ころにおける注意義務違反

ア 本件では，午前４時５０分ころ，基線細変動は保たれているが，単発的

な変動一過性徐脈が生じたことが認められる。

イ 上記徐脈について，原告らは，これを発見したＥ准看護師に，医師に対

し，直ちに上申・相談すべき注意義務があるとともに，厳重な経過観察・

分娩監視をすべき注意義務があると主張する。

証拠（甲Ｂ３）によれば，臍帯圧迫を原因とする変動一過性徐脈は，直

ちに胎児の健康状態の悪化を意味するものではなく，それが反復して生じ



る場合に，胎児の健康状態の悪化が推認されることが認められる。

だとすれば，単発的な変動一過性徐脈を発見した准看護師としては，分

娩監視を継続し，変動一過性徐脈が反復しないか経過観察を続ければ足り

るというべきであり，直ちに医師に上申・相談する注意義務までは認めら

れない。

本件についてこれをみると，Ｅ准看護師は，上記徐脈について，医師に

上申・相談していないが，それは注意義務違反を構成するものではない。

また，Ｅ准看護師は，原告Ｃを陣痛室へ移し，分娩監視装置を持続的に装

着させ，分娩監視を継続したことからすると，分娩監視義務を果たしてい

るというべきである。

ウ また，原告らは，上記徐脈について，医師の注意義務違反をも主張して

いるが，同主張は准看護師による上申・相談がなされたことを前提とした

ものであって，同主張はその前提を欠くものである。

エ 小括

， 。したがって 午前４時５０分ころにおける注意義務違反は認められない

(2) 午前６時１５分ころ以降における注意義務違反

ア 本件では，前記２(2)エ認定のとおり，午前６時１５分ころから午前７

時４０分ころの間のある時点において，臍帯の圧迫により変動一過性徐脈

が生じ，この臍帯の圧迫が持続し，午前７時４０分ころにおいては，既に

遷延性徐脈が生じていたものと認められる。

イ 上記徐脈について，原告らは，Ｆ准看護師に，医師に対し，直ちに上申

・相談すべき注意義務があるとともに，厳重な経過観察・分娩監視をすべ

き注意義務があると主張する。

， ，本件では 午前７時４０分ころに既に遷延性徐脈へ移行していたところ

それに至る前の段階として，午前６時１５分ころから午前７時４０分ころ

の間のある時点に，変動一過性徐脈が生じ，持続・反復していたというべ



， ， ，きであるから その時点において 分娩監視に当たっていたＦ准看護師は

医師に対して上申・相談すべき注意義務があったというべきである。

本件についてこれをみると，Ｆ准看護師は，午前７時４０分ころ，スピ

ーカーから聞こえる胎児心拍音の異常に気付いたことが認められるが，上

記のとおり，午前７時４０分ころよりも前の時点から，変動一過性徐脈が

生じ，持続・反復していたというべきであるから，Ｆ准看護師には，分娩

監視義務違反が認められる。

ウ 上記認定に対し，Ｆ准看護師は，午前６時１５分から午前７時４０分こ

ろまでの間，ナースステーションにおいて，モニター及びスピーカーから

聞こえる胎児心拍音を聴取することで分娩監視を行っており，分娩監視は

適正に行われていたと供述する。

しかし，Ｆ准看護師は，分娩監視と並行して，ナースステーションにお

いて，午前６時３０分ころから，新生児室における授乳業務に備え，調整

されたミルクを温めたり，哺乳瓶に小分けする等のミルクの準備や，ナー

スコールの対応，ナースステーションに訪れた患者の対応にも当たってい

たことが認められ，これらの別の作業に気をとられ，モニターの監視及び

スピーカーから聞こえる胎児心拍音を注意深く聴取することがおろそかに

なっていた可能性が十分あり，記録もなされていないのであるから，上記

Ｆ准看護師の供述を採用することはできない。

エ 小括

したがって，午前６時１５分ころから午前７時４０分ころの間のある時

点において，Ｆ准看護師の分娩監視義務違反が認められる。

なお，原告らが主張する医師の注意義務違反については，医師が上申・

相談を受けたことを前提とする主張であるから，原告らの主張はその前提

を欠くものである。

４ 争点(3)（因果関係の有無）について



(1) 上記認定のとおり，午前６時１５分ころから午前７時４０分ころの間のあ

る時点における分娩監視義務違反が認められるところ，前記認定の診療経過

及び医学的知見に基づき，同義務違反と本件後遺障害との間の因果関係につ

いて検討する。

(2) 証拠（甲Ｂ４，６）によれば，変動一過性徐脈の持続・反復が認められた

とき，母体の体位変換，母体の酸素吸入，陣痛抑制，母体アシドーシスの補

正等の処置を行った上，改善が認められない場合には，急速遂娩を行い，胎

児の健康状態の維持を図ることが認められる。

本件では，午前６時１５分ころから午前７時４０分ころの間のある時点に

おいて，変動一過性徐脈の持続・反復が認められたとき，Ｆ准看護師により

分娩監視義務が尽くされていれば，その時点で医師に対する上申がなされる

とともに，上記各処置が取られることになり，より早く低酸素状態の改善ま

たはそれに対する処置が図られることになるから，変動一過性徐脈の持続・

反復が認められた時点が午前７時４０分に近い時点であった場合には，何ら

の後遺障害も残らなかったと認めることはできないものの，実際に生じた本

件後遺障害の発生を防ぐことができた高度の蓋然性は認められるというべき

である。

(3)ア これに対し，被告は，原告Ａに生じた脳障害の部位からすると，原告

Ａには，何の前兆もなく，突如として急激なprofound asphyxiaが生じた

のであり，profound asphyxiaによる脳障害は３０分以内に完成し，帝王

切開の開始から娩出まで少なくとも３０分間は必要となるから，本件後遺

障害の発生を回避することは不可能であったと主張する。

しかし，前記２(2)認定のとおり，本件では，何の前兆もなく，突如と

してprofound asphyxiaが生じたとは認められないから，被告の上記主張

は，その前提を欠くものと言わざるを得ない。

イ なお，被告が，profound asphyxiaによる脳障害は３０分以内に完成す



， （ ），ると主張する根拠は サルを用いた動物実験の結果であるところ 乙Ｂ１

サルに対する実験結果が直ちに人間に該当するかどうか疑問が残ること

は，前記２(2)判断のとおりである。

， 。ウ したがって 被告の上記主張を直ちには採用しがたいというべきである

(4) 小括

以上から，分娩監視義務違反と本件後遺障害の発生との間には，相当因果

関係を認めることができる。

もっとも，変動一過性徐脈の持続・反復が午前６時１５分ころから午前７

時４０分ころの間のどの時点で発生したのかを認定できる証拠はなく，准看

護師らが長時間にわたり変動一過性除脈の発生に気付かなかった可能性は低

いので，午前７時４０分に近い時点で変動一過性除脈が発生した可能性も十

分あるといえる。そうであったとすれば，母体の体位変換，母体の酸素吸入

などの処置を行い，改善が認められない場合に急速遂娩を行ったとしても，

その間に一定の時間を要するので，本件よりも短時間のprofound asphyxia

が持続したことになり，その結果，本件よりは軽度とはいえ，原告Ａに一定

の後遺障害が残った可能性は高いというべきである。この点は，損害額の算

定において考慮すべきことである。

５ 争点(4)（損害）について

Ｆ准看護師には分娩監視を怠った過失が認められ，被告は，Ｆ准看護師の使

用者として，使用者責任に基づき，原告らに対し，同過失と相当因果関係の認

められる損害を賠償すべき責任を負う。

以下，損害の範囲・額について検討する。

(1) 逸失利益

原告Ａは，身体障害者３級及び第１種知的障害者に該当し，第１種知的障

害者に該当することをもって，労働能力を１００％喪失したと認められる。

次に，原告Ａは，第１種知的障害者の認定を平成１６年２月１２日に受け



たところ，１歳になった平成１２年９月の時点において，第１種知的障害者

に該当する障害が残ったというべきである。分娩監視義務が尽くされたとし

ても，一定の後遺障害が残り，労働能力に影響した可能性があることを考慮

して，平成１２年の賃金センサスの産業計・企業規模計による女性労働者の

平均年収３４９万８２００円の７５％の金額をもって，基礎収入とするのが

相当である。

また，労働能力喪失期間を４９年とし，症状固定時が１歳であるから，そ

のライプニッツ係数は，７．９２７である。

以上をもとに，逸失利益を算定すると，下記の計算式のとおり，２０７９

万７６７３円となる。

（計算式）3,498,200×0.75×7.927≒ 20,797,673

(2) 介護費用

前記認定の診療経過及び弁論の全趣旨に照らし，原告Ａは，若干の動きは

可能であるものの，基本的に介護を要する状態にあると認めることができ，

， 。１歳になった平成１２年９月の時点において その状態が固定したといえる

そして，原告Ａの障害の程度等を考慮すると，１日あたりの介護費用は７５

００円とするのが相当である。

また，平成１２年簡易生命表による１歳女子の平均余命は約８４年である

ことから，１歳時から８３年間をもって介護を要する期間とするのが相当で

あり，中間利息の控除はライプニッツ係数を使用する。

以上をもとに，介護費用を算定すると，下記の計算式のとおり，５１２３

万４２２８円となる。

（計算式）7,500×365×（19.6680－0.9523）≒ 51,234,228

(3) 原告Ａの後遺障害慰謝料

原告Ａは，身体障害者３級及び第１種知的障害者に該当する運動障害及び

知的障害を負ったものであり，重度の障害により原告Ａは，甚大な精神的苦



痛を被ったと認めることができ，分娩監視義務が尽くされたとしても一定の

後遺障害が残った可能性があること等本件に現れた全ての事情を考慮し，原

告Ａの後遺障害慰謝料として，２０００万円を認めるのが相当である。

(4) 原告Ｂ及び原告Ｃの慰謝料

原告Ａに生じた本件後遺障害の内容からみて，両親固有の慰謝料請求も認

められるが，分娩監視義務が尽くされたとしても一定の後遺障害が残った可

能性があること等本件に現れた全ての事情を考慮し，原告Ｂ及び原告Ｃの慰

謝料として，各１５０万円を認めるのが相当である。

(5) 弁護士費用

原告らが本件訴訟の提起・遂行のため，弁護士である原告ら代理人に訴訟

を委任したことは本件記録上明らかである。本件事案の内容，本訴の経緯等

を総合すると，本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は，原告

Ａについて，６５０万円と認め，原告Ｂ及び原告Ｃについて，各１２万円と

認めるのが相当である。

６ 結論

以上によれば，原告Ａの請求は，不法行為に基づき，９８５３万１９０１円

及びこれに対する平成１１年９月６日から支払済みまで民法所定の年５分の割

合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，原告

Ｂ及び原告Ｃの請求は，不法行為に基づき，各１６２万円及びこれに対する上

記同様の遅延損害金の各支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，そ

の余の各請求は理由がないからこれを棄却し，主文のとおり判決する。

名古屋地方裁判所民事第４部

裁判長裁判官 永 野 圧 彦

裁判官 伊 藤 孝 至

裁判官田邊浩典は，転補のため署名押印することができない。

裁判長裁判官 永 野 圧 彦


